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岡山市市街地縁辺部における土地利用規制の変化と

ロードサイド型商業地の変容

―県道川入巌井線沿いを事例に―

荒　木　俊　之*

Ⅰ．はじめに

1970 年代以降の日本では、幹線道路の整備

やモータリゼーションの進展、人口の郊外化

などの影響を受けて、市街地縁辺部や郊外の

幹線道路沿いで、自動車利用者の集客を目的

とした飲食店や小売店舗などロードサイド型

店舗 1）の立地が進み、商業地が形成された 2）。

地理学では従来、ロードサイド型商業地の形

成を、小売商業の郊外化、リボン状の商業集

積の形成として説明するとともに、事例研究

を積み重ねてきた 3）。代表例として、京都市

の国道 1 号線とそれに並行する新堀川通の 2

本の幹線道路を研究対象に、ロードサイド型

店舗の立地展開と立地要因を道路の性格との

関連から解明した香川・山下 4）の研究があ

げられる。また、竹林 5）は千葉県茂原市を

事例に、国道 128 号茂平バイパス沿いのロー

ドサイド型店舗の立地展開を分析している。

これらの研究では、幹線道路の性格などが、

市街地縁辺部や郊外のロードサイド型商業地

に立地する店舗の業種・業態を規定し、商業

地を特徴づけていると指摘している。筆者も

また、倉敷市市街地縁辺部における幹線道路

を事例に、道路の性格などがロードサイド型

商業地の特徴を規定するとともに、その商業

地の形成が研究対象地域を含む周辺の土地利

用規制の緩和を促したことを指摘した 6）。

その土地利用規制については、都市計画法

の諸制度が小売商業の立地に影響しているこ

とがこれまで明らかにされている。日本では、

中小小売店やコンビニエンスストアなどの立

地は、都市計画法によって規制されるととも

に、大型店の立地は、都市計画法に加えて、

大店立地法（大店立地法施行以前は大店法）

によっても規制されている 7）。根田 8）は、小

売商業の立地と用途地域 9）の関係を分析し、

大型店を含む小売商業の立地に対する緩やか

な規制が中小小売店と大型店の盛衰に影響し

ていることを示した。すなわち、大店法の規

制が厳しかった 1970 年代後半から 1980 年代

は、中小小売店の立地が促された一方で、大

店法の運用が緩和された 1990 年以降、大型

店の立地が進み、中小小売店の衰退が進ん
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だ。また、明石 10）は、大型店の立地と区域

区分 11）及び用途地域の関係を分析したうえ

で、市街化調整区域では大型店の立地を規制

できるとして、区域区分の有効性を指摘した。

これらは、用途地域の指定が必須の市街化区

域では、小売商業や事務所などの立地を想定

する商業地域や近隣商業地域のほか、戸建住

宅の立地を想定する第 2種低層住居専用地域

や工場の立地を想定する工業地域などほとん

どの用途地域で小売商業の立地が可能である

ことを示している 12）。さらに、大型店の立地

も第 2種住居地域や工業地域など多様な用途

地域で認められている 13）。一方で、市街化調

整区域では、大型店の立地を含む小売商業の

立地は基本的には規制され、特に大型店の立

地に対する規制の効果は高いとされる。

ただし、開発許可 14）の基準である都市計

画法第34条各号に示された条件を満たすと市

街化調整区域でも小売商業の立地も可能であ

る。例えば、都市計画法第 34 条第 1号では、

開発区域の周辺住民の日常生活のために必要

な店舗等の立地を、一定の条件を満たせば許

容するものとしている。また、同法第 9号で

も、ガソリンスタンドのほか、ドライブイン

としてのコンビニエンスストアや飲食店の立

地が許可されている 15）。そのため、市街化調

整区域ではコンビニエンスストアなど様々な

小売商業の立地が、1990 年代以降、増加して

おり、開発許可制度の運用が緩和される傾向

にあることが明らかにされている 16）。また、

2000年の都市計画法改正によって創設された

都市計画法第 34条第11号及び第12号の市街

化調整区域に係る開発行為の許可基準に関す

る条例（以下、開発許可条例 17））を制定する

ことでも、市街化調整区域での小売商業の立

地が可能になった。例えば、市街化区域縁辺

部の幹線道路沿いに形成されたリボン状の

ロードサイド型商業地では、市街化調整区域

にかけて開発許可条例の区域を指定すること

で、ロードサイド型商業地の拡大も考えられ

る。筆者が取り上げた岡山県では、制定主体

の異なる 3自治体間でその制定内容に差異が

生じている。なかでも倉敷市では、一部の幹

線道路沿いにおいて、ロードサイド型店舗の

立地可能な開発許可条例の区域を指定してお

り、ロードサイド型商業地の市街化調整区域

への拡大が想定される 18）。

これらは、市街地縁辺部に相当する市街化

区域と市街化調整区域にまたがる地域では、

区域区分の設定により、小売商業の立地に差

異が生じることを示している。すなわち、市

街地縁辺部の幹線道路沿いに形成されるリボ

ン状のロードサイド型商業地では、商業地の

形成範囲が、区域区分により規定されること

を意味する。しかし、1990 年以降の開発許可

の運用緩和や 2000 年創設の開発許可条例の

制定によって、ロードサイド型商業地の範囲

は、市街化区域を越えて、市街化調整区域に

も拡大が可能となった。

このように、ロードサイド型商業地の形成

やその変容には、区域区分や開発許可条例な

どの都市計画制度の影響も大きいと考えられ

る。しかし、小売商業の立地に対する法規制

の視点からその立地を捉えた研究は、時期に

よって規制の度合いに緩急が生じた大型店立

地に関するものがみられるものの、大型店や

ロードサイド型店舗が集積するロードサイド

型商業地の形成やその変容を扱ったものはほ

とんどない 19）。そこで本稿では、区域区分が

設定されている市街地縁辺部に位置し、開発
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許可条例が制定されているロードサイド型商

業地を研究対象地域に、ロードサイド型店舗

の立地変化を明らかにしたうえで、区域区分

や開発許可条例などの都市計画制度が商業地

の形成やその変容に及ぼす影響を考察する。

研究対象地域としては、岡山市内の県道川

入巌井線（以下、川入巌井線）沿いを取り上

げる。後述するが、岡山市の開発許可条例は、

制定時とその後の見直しによって、ロードサ

イド型店舗の立地許容の度合いが変化してお

り、ロードサイド型商業地の変容の影響を検

討する研究対象地域として適していると考え

る。また、川入巌井線沿いは、開発許可条例

の利用による複数の大型店の立地が進んでお

り、ロードサイド型商業地の形成や拡大が予

測されることから、ロードサイド型商業地の

変容を検討するに適していると考える。

本稿ではまず、Ⅱ．で制定後約 10 年が経過

し、見直しも実施された岡山市の開発許可条

例の制定状況を概観する。Ⅲ．では、開発許

可条例の利用状況を大型店の立地から捉えた

うえで、研究対象地域とする開発許可条例の

区域を選定する。そして、選定した川入巌井

線沿いのロードサイド型商業地の変容を明ら

かにし、開発許可条例の影響を検討する。

Ⅱ．開発許可条例の概要と岡山市におけ

る制定状況

1）開発許可条例の概要

開発許可条例は 2000 年の都市計画法改正

による開発許可制度の見直しによって創設

され、市街化調整区域内での立地基準である

都市計画法第 34 条に、許容される開発行為

類型を規定した第11号および第12号が追加

された 20）。

第 11 号は、既存宅地制度 21）の廃止にとも

ない新設された制度であり、市街化が進展し

ている区域を条例で定め、周辺環境と調和す

る建築物の建築のための開発行為を許容でき

ることを示している（以下、3411 条例）。第

12 号は、これまで都市計画法第 34 条第 14号

で開発審査会の議を経て、個別に許容されて

きた開発行為のうち定型的なもの、例えば、

農家の次男・三男の分家住宅などをあらかじ

め条例で定めることにより、開発審査会の議

を要さず許可できることを示している（以下、

3412条例）。

このように、開発許可条例には 3411条例と

3412条例の 2種類があり、それぞれ開発でき

る区域を定めることができるだけではなく、

前者では周辺環境の保全に支障がある建築物

（建築できない建築物）を、後者では建築可能

な建築物を定めることができ、土地利用の空

間的な変容に対するコントロールが期待され

ている。

2）岡山市における開発許可条例の制定状況

および内容

岡山県内 16 都市計画区域（21 市町村）の

うち、開発許可条例が適用される市街化調整

区域の指定があるのは、県南部の岡山県南広

域都市計画区域（6 市 1 町）のみである 22）。

岡山県内において開発許可条例を制定するこ

とが可能な地方自治体は、岡山県と政令指定

都市・岡山市、中核市・倉敷市、そして 2007

年 4 月に許可権限が委任された玉野市の 4自

治体である。岡山市では、岡山県や倉敷市と

ほぼ同時期の 2001 年 6 月に 3411条例が制定

され、その後、2002 年、2003 年、2004 年、

2009 年に見直し（改正）が行われた 23）。
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第 1 図　岡山市の開発許可条例における例外区域の位置と 2004 年 7 月以降の大型店の出店状況

資料：「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例」

http://com.city.okayama.jp/reiki/reiki.html　2010 年 12 月 20 日現在

東洋経済新報社編『大型小売店舗総覧 2011』、「大規模小売店舗一覧表」、『ゼンリン住宅地図』
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岡山市の 3411 条例は 7 条で構成されてい

る。ここでは、「新たに開発を許容する土地の

区域」を掲げた第 3 条と「予定建築物等の用

途」を掲げた第 4 条、すなわち、開発許可の

対象となる区域とその区域において建築でき

ない建築物の用途の 2項目について検討する

（2010 年 12月 20 日現在）24）。その概要を整

理したものが第 1 表であるが、要約すると、

既存集落など50戸以上の建築物が密集してい

る区域では、一戸建ての住宅（小売店舗や事

務所を併用するものも含む）のみ建築するこ

とが可能である。

ただし特筆すべきは、例外事項が規定され

ていることである。例外事項が認められてい

る区域（以下、例外区域）は、国道 2号や 30

号、53号などの各道路沿いの一部である。こ

れらは、市街地から郊外に延びる幹線道路

で、市街化区域縁辺部に位置する、いわゆる

ロードサイドと呼ばれる区域である（第2表、

第 1図）。

岡山市では、条例制定当初は、これら例外

区域でトラックターミナルや卸売市場などの

流通業務施設、高度情報化に対応した研究所

や事業所などのIT産業関連施設等の建築を可

能にしていた。その後、条例改正により 2004

年 7月以降、例外区域では「開発区域及びそ

第 1 表　岡山市における開発許可条例の制定内容の概要

条 制定内容の概要

新たに開発を許

容する土地の区

域（第 3 条）

○敷地相互間の最短距離が 55 m を超えない距離に位置している建築物が 50 以上連たん

している土地の区域

○上記の土地の区域の境界線からの最短距離が 55 m を超えない土地の区域

ら
れ
て
い
る
区
域

例
外
事
項
が
認
め

①：国道 2 号の沿線（3ヶ所）

②：国道 30 号の沿線

③：（一）川入厳井線の沿線

④：国道 53 号の沿線

⑤：（主）岡山玉野線の沿線

⑥：（主）岡山牛窓線の沿線

⑦：（一）九蟠東岡山停車場線の沿線

⑧：①～⑦並びに市街化区域及び市街化調整区域が混在する地域

予定建築物等の

用途（第 4 条）

●下記以外の建築物等

○自己の居住の用に供する一戸建ての住宅

○住宅で事務所、店舗その他これら類する用途を兼ねるもので戸建てのもの（建築基準

法別表第 2（い）項第 2 号に規定されるもの）

例
外
事
項

●上記、および下記以外の建築物等

○流通業務施設（流通業務市街地の整備に関する法律第 2 条第 1 項に規定されるもの）

○光通信又は電気通信に係る研究所

○ソフトウェアハウス

○システムハウス

○高度情報処理産業に係る事業所

○開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないもので、かつ、市長が

公益的見地からその立地が望ましいとしてあらかじめ審議会の議を経て決定した建築

物

注：（一）は一般県道、（主）は主要地方道を示す。

資料：「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例」

http://com.city.okayama.jp/reiki/reiki.html　2010 年 12 月 20 日現在
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の周辺の地域における環境の保全上支障がな

いもので、かつ、市長が公益的見地からその

立地が望ましいとして、あらかじめ審議会の

議を経て決定した建築物（第 4 条第 3号）」の

立地が可能となっている 25）（第 1 表）。具体

的には、開発区域の面積が 1 ha以上の業務用

の施設で、雇用増や地場産業の育成など開発

区域周辺の活性化に寄与し、経済的効果をも

たらすものであれば、大型店の立地も可能と

考えられる 26）。

このように岡山市では、制定当初は流通業

務施設や IT 産業関連施設を立地誘導するこ

とで道路の物流・流通的な側面を活用しよう

とし、2004年の改正後は幹線道路の利便性を

活かして、大型店などの小売商業の立地をも

許容している。すなわち、市街化区域縁辺部

の幹線道路においてリボン状に形成された

ロードサイド型商業地では、例外区域に指定

されることで、その範囲をより郊外（市街化

調整区域）に拡大することが可能になった。

Ⅲ．開発許可条例例外区域内のロードサ

イド型店舗の立地とその変化

1）例外区域内での大型店の立地状況

前述したように、例外区域では大型店の立

地も許容されることから、2004年 7月以降の

大型店の立地から開発許可条例の利用状況を

捉え、市街化区域縁辺部におけるロードサイ

ド型商業地の変容を明らかにするための例外

区域を選定する。対象とする大型店は店舗面

積 1,000 m2以上の店舗であり、東洋経済新報

社編『大型小売店舗総覧 2011』および「大規

模小売店舗一覧表 27）」、住宅地図等で 2010 年

5 月現在立地が確認されている店舗である。

2004年 7月以降、大型店の出店は 43店あ

り、例外区域には 7店（16.3％）立地してい

る 28）。これらは、9ある例外区域のうち、国

道 30 号区域と川入巌井線区域、岡山玉野線区

域の 3区域のみにみられる（第 1図）。『大型

小売店舗総覧 2011』によると、国道 30 号区

第 2 表　岡山市の開発許可条例における例外区域とその概要

例外

区域

①国道 2号沖元区域 ①国道 2号古新田区

域

①国道 2号西大寺中

野区域

②国道 30 号区域 ③川入厳井線区域

町丁・

字

沖元、倉益、倉富、

倉田

古新田、大福、

妹尾、山田、箕島

西大寺中野 藤田 大安寺南町二丁目、

野殿東町、野殿西町

区域の

範囲

・道路の両側

・道路端から 50 m

・道路延長

約 2,700 mの範囲

・道路の両側（一部

北側のみ）

・道路端から 50 m

・道路延長

約 5,300 mの範囲

・道路の両側

・道路端から 50 m

・道路延長約 500 m

の範囲

・道路の両側

・河川・水路（一部

道路端から 50 m）

で囲まれた範囲

・道路の両側

・河川・水路で囲ま

れた範囲

例外

区域

④国道 53 号区域 ⑤岡山玉野線区域 ⑥岡山牛窓線区域 ⑦九蟠東岡山停車場

線区域

町丁・

字

津高、富原、横井上 倉田、江崎、藤崎 西大寺浜、西大寺川

口、西大寺五明

宍甘、下、長利

区域の

範囲

・道路の西側

・道路端から 50 m

・道路延長

約 1,300 mの範囲

・道路の両側

・道路端から 50 m

・道路延長

約 1,600 mの範囲

・道路の両側

・道路端から 50 m

・道路延長約 850 m

の範囲

・道路の両側

（一部東側のみ）

・道路端から 50 m

・道路延長約 800 m

の範囲

資料：「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例」

http://com.city.okayama.jp/reiki/reiki.html　2010 年 12 月 20 日現在
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域に立地する 2店は、2006年出店のホームセ

ンターと 2007 年出店のスーパーで、店舗面積

はそれぞれ 14,075 m2、7,139 m2である。川

入巌井線区域の 4 店は、専門店（2008 年、

6,700 m2）とホームセンター（2007 年、

5,534 m2）、スーパー2店（2007 年、4,072 m2；

2006年、3,730 m2）である。また、岡山玉野

線区域に立地する 1店は、スーパー（2008 年、

4,103 m2）である。これらは店舗に加え、広

大な駐車場を有していることから開発区域の

面積が 1 ha を超えていることは確実であり、

かつ、業務用の施設として雇用を確保できる

ことから、例外事項の第 4 条第 3号によって

許可されたと考えられる 29）。国道 30 号と岡

山玉野線は玉野市と、川入巌井線は倉敷市と

を結ぶ幹線道路沿いにあり、通過する自動車

交通量をみると平日 12時間では、国道 30 号

は 30,978台、川入巌井線は 27,351台、岡山

玉野線は15,450台と非常に交通量が多い30）。

いずれも、市街化区域内の幹線道路沿いは準

工業地域に指定されており、小売店舗や飲食

店をはじめ様々な建築物の立地が許容されて

いることから、ロードサイド型商業地の形成

も土地利用規制の点からは可能である。

このうち本稿では、最も大型店の立地が進

んでおり、土地利用規制の点からロードサイ

ド型商業地の形成および開発許可条例見直し

後の拡大が予測される川入巌井線区域を取り

上げて、ロードサイド型商業地の変容を明ら

かにする。

2）川入巌井線区域の概況

川入巌井線は、岡山駅から西約 1.7 km の

高柳西町付近の高柳交差点から倉敷市方向

に、ほぼ直線上に延びる道路で、倉敷市内で

都市計画道路三田五軒屋海岸通線（以下、三

田五軒屋海岸通線）と接続する。また、川入

巌井線は、都市計画道路富本町三田線（以下、

富本町三田線）にも指定されており、その整

備は、都市計画道路の整備事業として進めら

れた 31）。岡山県南部の岡山市・倉敷市とその

周辺市町村からなる岡山県南広域都市圏総合

都市交通体系調査委員会が1984年に策定した

「岡山県南地域の総合都市交通体系のマス

タープラン」では、富本町三田線と三田五軒

屋海岸通線は「県南地域の主要な拠点地区を

連絡する主要幹線道路」として位置づけられ、

2000年までに整備することが必要な路線とし

て記載されている 32）。

本稿では、ロードサイド型商業地の形成お

よび開発許可条例見直し後の商業地の変容を

明らかにするために、川入巌井線区域ととも

に、市街化区域部分も対象とする。そのため、

時系列的分析が可能なように、交差する道路

の整備状況により交通量が増加したり、土地

利用規制に変化が生じた区間を取り上げる。

具体的には、東は県道巌井野田線（以下、巌

井野田線）との交差点（高柳交差点）、西は

笹ヶ瀬川との間（例外区域の西端）を、研究

対象地域となるロードサイド型商業地として

取り上げる。

同地は、岡山駅の西部、中心市街地 33）か

ら比較的近くに形成された市街地縁辺部に位

置する。岡山市の市街地は、JR東側に位置す

る中心市街地から放射状に市街化が進んでい

るものの、JR以西では農地に住宅地が介在し

ていた。川入巌井線は、戸建住宅を中心とす

る住宅地や農地の間を東西に貫通し、笹ヶ瀬

川でとどまっていた現道を拡幅し、笹ヶ瀬川

を越えて、倉敷市方向に整備された。その整

備は、1970 年代後半には市街化区域部分を中
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心に 4車線化整備がはじまり、1980 年代前半

には市街化区域部分で 4車線化された。そし

て、笹ヶ瀬川まで 4車線化が完了したのは、

1987 年頃であった 34）。その川入巌井線を通

過する交通量は、岡山駅西口から倉敷市まで

ほぼ直線 1本の道路で接続するといった交通

条件により、自動車交通量（平日 12時間）は

1990 年から 2005年の間に 1.25 倍（21,790台

→ 27,351 台）の増加を示している。また、

1990 年から 2005 年の人口増減を、研究対象

地域を含む 5つの町丁・字でみると、1.28倍

の増加を示しており、定住人口の増加がうか

がえる 35）。

都市計画法による土地利用規制をみると、

前述したように研究対象地域の東側は市街化

区域で、川入巌井線沿いは床面積 3,000 m2を

超える店舗の建築が可能な準工業地域に指定

されている 36）（第 2 図）。その後背地は第 1

種および第 2種中高層住居専用地域に指定さ

れている。一方、西側の市街化調整区域の一

部は例外区域（川入巌井線区域）である。

以上のように、川入巌井線（富本町三田線）

は、岡山市と倉敷市とを結ぶ幹線道路と位置

づけられ、通過交通量や定住人口の増加など

環境の変化がみられた。また、そのロードサ

イドの土地利用規制は、市街化区域内では大

型店やコンビニエンスストアなどロードサイ

ド型店舗の進出が容易な状況にあった。一方

で市街化調整区域では、原則として小売商業

の立地は制限されていたものの、2004年 7月

以降は、一定の条件を満たせば大型店の立地

が可能な土地利用規制へと変化した。

3）川入巌井線区域におけるロードサイド型

店舗の立地状況

ここでは、ロードサイド型店舗の立地状況

の変容を住宅地図（株式会社ゼンリン発行の

『ゼンリン住宅地図』）および現地調査にて把

握した。分析に際し、ロードサイド型店舗を

次のように分類した。小売店舗のうち、いわ

ゆるカテゴリーキラーと呼ばれるゴルフ用品

や紳士服、薬、靴などの特定分野の商品を販

売している店舗を「特定分野の小売店」、店舗

面積 1,000m2 以上の大型店と 1,000m2 未満

で食料品を中心に総合的な品揃えの店舗（食

品スーパー）や 1,000m2 未満のホームセン

ターを「大規模小売店等」、これら以外で、和

菓子店や書店など個人経営の店舗を「その他

の小売店」、そして「コンビニエンスストア」

第 2 図　川入巌井線区域とその周辺の区域区分および用途地域、開発許可条例の指定状況

資料：岡山県南広域都市計画（岡山市）総括図（2010 年 3 月印刷）

「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例」

http://com.city.okayama.jp/reiki/reiki.html　2010 年 12 月 20 日現在
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の 4種類に分類した。サービス業などのうち、

ファミリーレストランやファーストフード、

ラーメン店、焼肉店などを「飲食店」、イン

ターネットカフェやパチンコなどの「娯楽施

設」、クリーニングや携帯電話ショップ、美容

室、消費者金融の自動契約機などを「対個人

サービス店」、銀行や事務所を「事業所」に分

類した。その他は、戸建住宅や中高層住宅を

「住宅」、自動車やカー用品を販売する店舗、

自動車修理工場を「自動車関連店」、そして

「医院・診療所・老人ホーム等」、「ガソリンス

タンド」、「公共施設 37）」に分類した。さらに、

建築物が無い場合は、「駐車場」、「空地」、「農

地」に分類し、農地は無表示とした。なお、

利用のない空家や空店舗は、「空地」に含めた。

また、分析に当たっての時期区分では、開発

許可条例の制定および改正の時期、川入巌井

線と接続する巌井野田線の整備にともなって自

動車交通量が急増した時期を踏まえて設定す

る。巌井野田線が暫定開通された 1995 年 38）、

開発許可条例制定時の2001年、開発許可条例

改正時の 2004 年、そして現在の状況として

2010年の計 4つの時期を設定した。以下では、

第 3図 39）、第 3、4表をもとに分析する。

まず、1995年の状況をみると、市街化区域

と市街化調整区域との間には、沿道利用に明

第 3 図　川入巌井線区域におけるロードサイド型店舗の立地

注：記号の大きさの違いは、沿道部分の敷地のおおよその幅を示している。

資料：『ゼンリン住宅地図』
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瞭な差異が生じている。市街化区域に相当す

る東側では、紳士服やゴルフ用品、メガネ、

靴などの特定分野の小売店や食品スーパー、

ディーラーや自動車修理工場などの自動車関

連店、ガソリンスタンドや飲食店、娯楽施設

などロードサイド型店舗の立地が進んでお

り、ロードサイド型商業地が形成されている

といえよう。一方で、開発が抑制される市街

化調整区域では、ホームセンターや飲食店、

事業所（JA）、住宅などがみられるものの、農

地が大半を占めており、沿道利用は進んでい

ない。

次に、開発許可条例が制定された 2001 年

をみると、市街化区域では農地などの空閑地

第 3 表　川入巌井線区域におけるロードサイド型店舗の調査年次別立地状況

区分
1995 年 2001 年 2004 年 2010 年

店（件） ％ 店（件） ％ 店（件） ％ 店（件） ％

市

街

化

区

域

◆特定分野の小売店 12 19.0 11 15.7 11 17.7 10 15.6

☆その他の小売店 4 6.3 4 5.7 3 4.8 3 4.7

◇大規模小売店等 1 1.6 1 1.4 1 1.6 ― ―

▽コンビニエンスストア 1 1.6 2 2.9 2 3.2 1 1.6

●飲食店 6 9.5 13 18.6 13 21.0 8 12.5

△娯楽施設 2 3.2 1 1.4 1 1.6 2 3.1

○対個人サービス店 3 4.8 6 8.6 4 6.5 10 15.6

◎事業所 11 17.5 11 15.7 11 17.7 12 18.8

＊住宅（戸建・中高層等） 10 15.9 8 11.4 4 6.5 4 6.3

Gガソリンスタンド 3 4.8 3 4.3 2 3.2 1 1.6

▼自動車関連店 5 7.9 5 7.1 5 8.1 5 7.8

D医院・診療所・老人ホーム等 4 6.3 4 5.7 4 6.5 7 10.9

□公共施設 1 1.6 1 1.4 1 1.6 1 1.6

計 63 100.0 70 100.0 62 100.0 64 100.0

市

街

化

調

整

区

域

◆特定分野の小売店 ― ― ― ― ― ― ― ―

☆その他の小売店 ― ― ― ― ― ― ― ―

◇大規模小売店等 1 9.1 1 6.3 1 5.9 5 22.7

▽コンビニエンスストア ― ― 1 6.3 1 5.9 1 4.5

●飲食店 2 18.2 5 31.3 5 29.4 4 18.2

△娯楽施設 ― ― ― ― ― ― ― ―

○対個人サービス店 ― ― ― ― ― ― ― ―

◎事業所 1 9.1 1 6.3 1 5.9 2 9.1

＊住宅（戸建・中高層等） 4 36.4 4 25.0 4 23.5 5 22.7

Gガソリンスタンド ― ― ― ― 2 11.8 2 9.1

▼自動車関連店 2 18.2 2 12.5 1 5.9 1 4.5

D医院・診療所・老人ホーム等 ― ― ― ― ― ― ― ―

□公共施設 1 9.1 2 12.5 2 11.8 2 9.1

計 11 100.0 16 100.0 17 100.0 22 100.0

市街化区域 63 85.1 70 81.4 62 78.5 64 74.4

市街化調整区域（開発許可条例区域） 11 14.9 16 18.6 17 21.5 22 25.6

合計 74 100.0 86 100.0 79 100.0 86 100.0

資料『ゼンリン住宅地図』



岡山市市街地縁辺部における土地利用規制の変化とロードサイド型商業地の変容

37

第 4 表　川入巌井線区域におけるロードサイド型店舗の調査年次別新規出店、建替、閉店の状況

区分

市街化区域 市街化調整区域

95 ～ 01 年 01 ～ 04 年 04 ～ 10 年 計 95 ～ 01 年 01 ～ 04 年 04 ～ 10 年 計

店（件） 店（件） 店（件） 店（件） 店（件） 店（件） 店（件） 店（件）

新
規
出
店

◆ 特定分野の小売店 ― ― 1 1 ― ― ― ―

☆ その他の小売店 ― ― ― ― ― ― ― ―

◇ 大規模小売店等 ― ― ― ― ― ― 2 2

▽ コンビニエンスストア ― ― ― ― 1 ― 1 2

● 飲食店 3 1 ― 4 4 ― 1 5

△ 娯楽施設 ― ― ― ― ― ― ― ―

○ 対個人サービス店 2 ― ― 2 ― ― ― ―

◎ 事業所 2 ― ― 2 ― ― 1 1

＊ 住宅（戸建・中高層等） ― ― 1 1 ― ― 1 1

G ガソリンスタンド 1 ― ― 1 ― 2 ― 2

▼ 自動車関連店 1 ― ― 1 ― ― ― ―

D 医院・診療所・老人ホーム等 ― ― 1 1 ― ― ― ―

□ 公共施設 ― ― ― ― 1 ― ― 1

計 9 1 3 13 6 2 6 14

建
替

◆ 特定分野の小売店 2 1 3 6 ― ― ― ―

☆ その他の小売店 1 ― ― 1 ― ― ― ―

◇ 大規模小売店等 ― ― ― ― ― ― 2 2

▽ コンビニエンスストア 1 ― 1 2 ― ― ― ―

● 飲食店 6 3 1 10 1 2 2 5

△ 娯楽施設 ― ― 1 1 ― ― ― ―

○ 対個人サービス店 3 ― 7 10 ― ― ― ―

◎ 事業所 ― 2 3 5 ― ― ― ―

＊ 住宅（戸建・中高層等） ― ― ― ― ― ― ― ―

G ガソリンスタンド ― ― ― ― ― ― ― ―

▼ 自動車関連店 ― ― ― ― ― 1 ― 1

D 医院・診療所・老人ホーム等 ― ― 2 2 ― ― ― ―

□ 公共施設 ― ― ― ― ― ― 1 1

計 13 6 18 37 1 3 5 9

閉
店

◆ 特定分野の小売店 3 1 5 9 ― ― ― ―

☆ その他の小売店 1 1 ― 2 ― ― ― ―

◇ 大規模小売店等 ― ― 1 1 ― ― ― ―

▽ コンビニエンスストア ― ― 2 2 ― ― 1 1

● 飲食店 2 4 6 12 2 2 4 8

△ 娯楽施設 1 ― ― 1 ― ― ― ―

○ 対個人サービス店 2 2 1 5 ― ― ― ―

◎ 事業所 2 2 2 6 ― ― ― ―

＊ 住宅（戸建・中高層等） 2 4 1 7 ― ― ― ―

G ガソリンスタンド 1 1 1 3 ― ― ― ―

▼ 自動車関連店 1 ― ― 1 ― 2 ― 2

D 医院・診療所・老人ホーム等 ― ― ― ― ― ― ― ―

□ 公共施設 ― ― ― ― ― ― 1 1

計 15 15 19 49 2 4 6 12

増減 7 -8 2 1 5 1 5 11

注：新規出店とは、空閑地に新たに出店・立地した建物を、建替とは、建物の利用用途が更新された建物を、閉店とは、廃業等に
よって利用されなくなった建物、もしくは建物の利用用途が更新された建物の閉店以前の利用用途を示す。

資料『ゼンリン住宅地図』
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に、焼肉店や牛丼店などの飲食店、クリーニ

ング店などの対個人サービス店、ガソリンス

タンドなどが立地した。また、特定分野の小

売店（玩具）や飲食店などが閉店するととも

に、閉店された場所では、焼肉店やカレー店

などの飲食店、携帯電話ショップや理容店な

どの対個人サービス店に建物の利用用途が更

新された（建て替わった）。一方で、市街化調

整区域では、コンビニエンスストア、ラーメ

ン店や焼肉店などチェーン店の飲食店、公共

施設（警察署）が点在して立地した。当時は、

公共施設の開発には開発許可を必要としな

かったことから市街化区域から移転してき

た。コンビニエンスストアや飲食店は都市計

画法第 34条第1号や第9号などを適用して立

地したものと考えられる。

開発許可条例が見直された 2004年では、市

街化区域では、適地となる農地が少ないこと

もあり、新築の件数は 1件（飲食店）にとど

まったが、建物の利用用途が更新されたり、

閉店や空家になったものが多い。なかでも、

飲食店の建て替えや閉店が多い。一方、市街

化調整区域では、農地にガソリンスタンドが

2件新築された以外は、飲食店と自動車関連店

の利用更新のみであり、沿道利用の拡大は進

んでいない。また、開発許可条例制定にとも

なう流通業務施設やIT産業関連施設の立地も

みられなかった。

最後に、2010 年現在の状況をみると、市街

化調整区域で大きな変化が確認できる。前述

したように、建て替えも含めて、大型店が 4

店立地したことが特筆できる。また、新たな

公共施設として消防署も立地した。これらの

うち大型店の 3店と公共施設は、2010 年に開

通した国道 180 号西バイパスや交差する市道

野殿東町西長瀬線に隣接・近接しており、交

通利便性を考慮した立地といえよう。市街化

区域との境界線付近では、残りの大型店 1店

が立地しており、市街化調整区域の農地は大

きく減少した。一方、市街化区域では、これ

までと同様、新築は少ないものの、建て替え

や閉店が多い。なかでも、飲食店や特定分野

の小売店が閉店し、特定分野の小売店や事業

所への建て替えもあるが、携帯電話ショップ

や美容室、クリーニング店など対個人サービ

ス店への建て替えが多いことが特筆される。

また、デイサービスセンターや老人ホームな

どへの建て替えもみられる。

このように、ロードサイド型店舗の立地状

況をみると、市街化区域と市街化調整区域で

は大きな差異があることがわかった。市街化

区域では、1995年時点で既に沿道利用が進ん

でおり、特定分野の小売店や飲食店、自動車

関連店などロードサイド型店舗が立地する

ロードサイド型商業地が形成されていた。そ

の後の 15年間では、開発適地となる農地など

の空閑地がほとんど残っていないこともあ

り、新築ではなく建て替えによって沿道利用

の用途が更新され、飲食店や対個人サービス

店などに店舗数の増減がみられた。

一方で、市街化調整区域では、1995年時点、

沿道利用はほとんど進んでいなかったが、

2010 年になると、農地の大半が大型店などに

利用されるようになった。その沿道利用の変

化は、開発許可条例が見直された 2004年以降

に顕著に表れた。開発許可条例を利用しない

コンビニエンスストアやガソリンスタンド、

飲食店などの小規模な店舗もまた、1995年以

降少しずつ立地が進んだ。その結果、市街化

調整区域（例外区域）における沿道利用は市
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街化区域のそれと大差がないくらいに進ん

だ。ただし、市街化区域では、多くの特定分

野の小売店や飲食店、自動車関連店などロー

ドサイド型店舗が集積してロードサイド型商

業地が形成されているが、市街化調整区域で

は、まとまった農地が広がっていたこともあ

り、開発許可条例の第 4 条第 3号を利用した

敷地面積が 1 ha を超える大型店の立地が広

がった点に相違がみられる。

4）ロードサイド型店舗の立地と土地利用規

制の変化

ここでは、ロードサイド型店舗の立地の特

徴と開発許可条例の制定や見直しなどの土地

利用規制の変化との関連について検討する。

1970年代後半に整備がはじまった川入巌井

線は、1987 年頃には川入巌井線区域でも 4車

線化整備が完了し、調査年次の 1995年にはお

およそ 7 ～ 8 年が経過していた。それゆえ、

前節の分析でも明らかになったように、川入

巌井線区域の市街化区域では、既に特定分野

の小売店や飲食店、自動車関連店などロード

サイド型店舗の立地が進んでいた。その後の

変化として特筆すべき点は、飲食店における

2004年までの店舗数の増加とそれ以降の閉店

数の増加、対個人サービス店における 2004年

以降の店舗数の増加である。飲食店について

は、1990 年以降、20,000台を超える自動車交

通量もあり、また、一時のいわゆる「焼肉ブー

ム」もあって、新築や建て替えを含めて店舗

数が増加したが、消費の低迷や節約志向が続

くなか、外食離れも指摘されており、2004年

以降は閉店が増えた。一方、対個人サービス

店の増加は、近年指摘されているサービス消

費の増加や個計化を反映するかのように、携

帯電話ショップやリラクゼーションを目的と

したマッサージ店、リサイクルショップなど

に建て替わった。このように、川入巌井線区

域の市街化区域におけるロードサイド店舗の

立地の変化は、近年指摘されている消費構造

の変化の影響を受けているといえよう。

また、川入巌井線区域は、市街地縁辺部に

位置し、後背地に住宅地が存在することか

ら、周辺の住民を対象とする食品スーパーの

立地もみられた。この時期に立地した食品

スーパーは 2010 年までに閉店したが、新たな

スーパー（大型店）が例外区域に 2店舗立地

した 40）。国道 180 号岡山西バイパスの開通

にともなう交通利便性の向上とともに、後背

地における定住人口の増加が、最寄機能を担

う店舗の立地を可能にさせた要因の一つと考

えられるが、まとまった農地が広がる例外区

域に大型店の立地をも可能にした2004年の開

発許可条例の見直しが大きな要因として考え

られる。

そして、川入巌井線沿いにおけるロードサ

イド型商業地の形成は、市街化区域ではロー

ドサイド型店舗の立地が集積していること

から、その形成が確認できる。また、例外区

域でも、国道 180 号西バイパス付近で大型店

の立地による商業集積が確認できる。一見す

ると、市街化区域に形成されたロードサイド

型商業地が例外区域へ拡大したように見受

けられる。しかし、市街化区域と市街化調整

区域との境界付近では農地や住宅が点在し、

市街化区域のロードサイド商業地と例外区

域の商業集積は連担していないことから、大

型店を中心とする新たな商業集積がロード

サイド型商業地に近接して形成されたとい

えよう。すなわち、岡山市の開発許可条例の

見直しは、例外区域において大型店を中心と
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する新たな商業集積の形成に寄与したと考

えることができる。

Ⅳ．おわりに

本稿では岡山市の開発許可条例の制定状況

を概観したうえで、開発許可条例によって大

型店の立地が進んでいる川入巌井線沿道の

ロードサイド型商業地の変容を明らかにし、

開発許可条例の影響を検討した。

岡山市では、2001 年に制定された開発許可

条例が、2004年に見直されることで、大型店

の立地をも可能にし、いくつかの例外区域で

は大型店の立地が進んだ。最も大型店の立地

が進んでいる川入巌井線区域では、1995年時

点で、既にロードサイド型商業地が形成され

ていた。その後、市街化区域部分では、農地

などにロードサイド型店舗が新築されるとと

もに、閉店や建て替えにともなう建物の利用

用途の更新がなされた。一方、市街化調整区

域では、1995年時点、ロードサイド型店舗の

立地はほとんどなく、その後の出店も点在し

ていた。しかし、開発許可条例の 2004年の見

直し後は、交通利便性の良い交差点付近に大

型店の立地による新たな商業集積が形成され

た。すなわち、川入巌井線区域では、ロード

サイド型商業地の形成は区域区分によって、

その範囲が市街化区域内に限定されていた。

その後制定された開発許可条例の川入巌井線

区域への影響は、1 ha以上の開発で大型店の

立地をも許容する2004年の見直しによるとこ

ろが大きい。そして、その見直しは、まとまっ

た農地が広がる川入巌井線区域において、

ロードサイド型商業地の範囲拡大を促したと

いうよりは、その商業地に近接した場所で、

大型店を中心とする新たな商業集積の形成に

寄与したといえよう。

また、本稿の目的からは逸れるが、開発許

可条例の見直しによって形成された大型店を

中心とする新たな商業集積は、開発許可条例

が想定するところの新たな雇用を生むこと

で、その目的を果たしていると考えられよう。

しかし、日本が進める都市政策の一つ「集約

型都市構造」への転換や岡山市の将来都市像

と都市づくりの方向を示した「岡山市都市ビ

ジョン」に掲げられている「コンパクト市街

地」と開発許可条例とに矛盾が生じていると

いう指摘もあり、開発許可条例の評価には議

論の余地がある 41）。それは、例えば、小売業

の年間商品販売額の推移からも指摘できよ

う。本稿の調査年次に近い 1997～ 2007 年の

推移をみると、岡山市全域 42）では、0.98倍

（1997 年：8,782億円→ 2007 年：8,599億円）

を示すなかで、中心市街地を含む「都心 8 学

区 43）」は 0.87倍（2,532億円→ 2,206億円）

を、都心 8 学区以外の「郊外」は 1.02 倍

（6,250億円→ 6,393億円）を示している。ま

た、都心 8 学区の年間商品販売額の岡山市全

域のそれに占める割合も28.8％から25.7％に

減少しており、特に中心市街地の衰退が伺え

る。本稿の川入巌井線区域が含まれる学区（三

門・大野小学校）は、郊外の指数よりも高い

1.06 倍 44）（120億円→ 128億円）を示してお

り、市街地縁辺部の川入巌井線区域に形成さ

れた大型店を中心とする新たな商業集積は、

岡山市のなかでも成長エリアの一つといえよ

う。今後、集約型都市構造への転換やコンパ

クト市街地の形成を進めていくのであれば、

例外区域を含むロードサイド型商業地をどの

ように扱うかが、まちづくりの課題となろう。
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本稿の事例、岡山市の開発許可条例の場合

では、1 ha以上の開発で大型店の立地をも許

容する制定内容が大型店を中心とする商業集

積の形成に寄与した。しかし、制定主体が異

なり、ロードサイド型店舗の立地に対する考

え方や制定内容が異なれば、ロードサイド型

商業地の形成やその変容に対する影響に差異

が生じることも想像に難しくない。そのため、

都市計画制度の視点からのロードサイド型商

業地の形成やその変容に関する研究の蓄積が

必要であり、今後の課題としたい。
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域内において行うことが困難又は著しく不適当

と認められる開発行為として、政令で定める基

準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予

定建築物等の用途を限り定められたもの」とさ

れている。

21）既存宅地制度とは、2000 年の改正以前の都市

計画法第 43 条第 1 項第 6号による制度である。

市街化調整区域内の土地であっても、市街化区

域に隣接または近接し、市街化区域と同一の日

常生活圏を構成する一定規模以上の集落内（お

おむね 50 戸以上が連担）にあり、しかも、市街

化調整区域に区域区分された時点で、すでに宅

地となっていたこと等が確認された土地におい

ては、建築許可を受けずに建築行為を行うこと

ができた。

22）2011 年 1 月 1 日現在。なお、2009年 4 月以前

は、区域区分の設定があった笠岡都市計画区域

も該当していた。

23）岡山県は 2001 年 6月、倉敷市は 2001 年 9月

にそれぞれ開発許可条例を制定している。また、

岡山市条例改正時の見直しでは、2002 年と 2003

年は例外区域の追加が、2004 年は本文に示した

第 4 条第 3 号の追加が、2007 年は都市計画法改

正にともなう条項号数の変更が、それぞれなさ

れた。なお、2004 年 6月までの岡山県下の開発

許可条例の制定状況等を整理したものに、前掲

18）がある。

24）第 3、4 条以外は、目的（第 1 条）、定義（第

2 条）、他法令による開発の制限（第 5 条）、良

好な環境の街区の整備等（第 6条）、委任（第 7

条）が制定されている。

25）例外区域のほか、市街化区域と市街化調整区

域が混在する地域も該当する。

26）「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例

の運用基準」によれば、他に、①自然保護、緑

地保全、公害の防止、災害の防止等環境に十分

配慮し、②周辺住民の積極的な協力を得られ、

③岡山市開発行為の許可基準等調整会議の審査

をあらかじめ受けているものとされている。

27）2009 年 5 月 31 日現在。岡山市産業課のウェ

ブサイトに掲載されていたが、現在は掲載され

ていない。

28）残りは、17 店が住居系用途地域（第 1種住居

地域や第 2種住居地域など）、9店が工業系用途

地域（準工業地域）、8店が商業系用途地域（近

隣商業地域、商業地域）、2 店が都市計画区域外

である。

29）山陽新聞 2006年 4 月 25 日付によると、川入

巌井線区域の 3 店は開発許可条例によるものと

されており、岡山日日新聞 2007 年 2 月 9日付に

よると、3 店に加えて、国道 30 号区域も開発許

可条例によるものとされている。
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30）2005 年の道路交通センサス（全国道路街路交

通情勢調査）による。それぞれの調査地点は、

国道 30 号は藤田錦、川入巌井線は高柳西町、岡

山玉野線は藤崎である。

31）富本町三田線の都市計画決定は、川入巌井線

および高柳交差点から昭和町交差点までの区間

（市道高柳東町富町二丁目線）も含んでいる。

32）岡山県南広域都市圏総合都市交通体系調査委

員会『岡山県南地域の総合都市交通体系のマス

タープランに関する報告書　県南地域の将来と

交通―瀬戸大橋時代を迎えて―』、岡山県南広域

都市圏総合都市交通体系調査委員会、1984、185

頁。なお、岡山県南広域都市圏総合都市交通計

画協会（1996）では、三田五軒屋海岸通線と富

本町三田線が、岡山市と倉敷市を結ぶ主要な路

線の 1路線として位置づけられている。岡山県

南広域都市圏総合都市交通計画協会『第 3回岡

山県南広域都市圏総合都市交通体系調査報告書

　概要版』、岡山県南広域都市圏総合都市交通計

画協会、1996、82頁。

33）ここでいう岡山市の中心市街地とは、岡山駅

前（東側）から表町にかけての地域を指す。

34）住宅地図（株式会社ゼンリン発行の『ゼンリン

住宅地図』）をもとに確認した。なお、本稿では

住宅地図を資料として利用し、整備後の状況を確

認できた年次を整備時期としているため、数ヶ月

程度のずれが生じていることも考えられる。

35）5 つの町丁・字は、高柳西町、大安寺南町一

丁目、大安寺南町二丁目、野殿東町、野殿西町

であり、2,065人（1990 年）から 2,639 人（2000

年）に増加している。なお、「平成の大合併」以

前の旧岡山市全体の人口増加は 1.09倍である。

36）床面積3,000 m2を超える店舗の建築が可能な

用途地域は、第 2種住居地域のほかに、準住居

地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、

工業地域がある。ただし、岡山市の場合は、第

2 種住居地域、準住居地域、工業地域は床面積

1万 m2未満に限られる。

37）研究対象地域における公共施設は、岡山西警察

署、岡山西消防署、下水道関連施設などである。

38）暫定開通は北向き 1 車線、南向き 2 車線で開

通され、全線開通（6車線化）は 2002 年である。

また、道路交通センサス（全国道路街路交通情

勢調査）によると、巌井野田線の自動車交通量

（平日 12時間）は、暫定開通によって 1994 年か

ら 1997年の間に2.22倍（9,395台→ 20,861台）

となっている。なお、同時期の川入巌井線は、

1.41倍（23,487台→33,163台）と増加している。

39）川入巌井線区域は例外区域であることから、

本来なら第 2 図に示した範囲が相当するが、本

稿ではロードサイド型商業地におけるロードサ

イド型店舗の立地、すなわち沿道利用を検討す

ることから、第 3 図では川入巌井線の沿道部分

のみを図示する。

40）閉店した食品スーパーは店舗面積1,000 m2未

満であり、大型店ではなかったが、地元流通資

本による食料品を中心とするスーパーであっ

た。また、新たに立地した大型店のうち 1 店は、

閉店した食品スーパーの関連会社が出店した

スーパーで、チェーン店のコーヒー店やレンタ

ルビデオ店なども併設され、本文にも記したよ

うに店舗面積は 4,000 m2 を超えている。また、

残りの 1 店は、『大型小売店舗総覧 2011』では、

スーパーとして掲載されているが、食料品も取

り扱う総合ディスカウントストアとして店舗が

運営されている。その店舗もまた、理容室やク

リーニング店などの対個人サービス店も併設し

ている。

41）岡山日日新聞 2010 年 1 月 18日付。

42）2011年 1月 1日現在の岡山市の市域にあわせ

て、1997 年当時の岡山市、御津町、建部町、瀬

戸町、灘崎町の小売業の年間商品販売額を合算

した。

43）都心 8 学区とは、内山下（現・中央）、深柢

（現・中央）、石井、出石、弘西（現・中央）、南

方（現・中央）、鹿田、清輝の各小学校区を示

し、中心市街地を含む範囲である。なお、都心

8 学区の独自集計や学区別の集計は岡山市の

ウェブサイトに掲載されている。

　http://www. city.okayama.jp/kikaku/kikaku_00008.

html　2011 年 3 月 31 日現在

　http://www.city.okayama.jp/category/category_

00000271.html　2011 年 3 月 31 日現在

44）2007 年の商業統計調査では、川入巌井線区域

に立地した大型店のうち、専門店（2008年）と

スーパー（2007 年）の 2 店の出店が調査時点以

後であることから、調査結果に含まれていない

と考えられ、実際には 1.06倍以上の増加が推察

される。


